
 

 

 
 

 

 

 

 

県内酪農家等を支援するため、牛乳・乳製品等の消費拡大に資する環境を構築する

下記の業務の受託者をプロポーザル（企画提案）方式で募集します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和 5 年度牛乳・乳製品等消費拡大推進事業 

の受託者を募集します 

長野県（農政部）プレスリリース  令和５年（2023 年）８月１日 

１ 業務概要 

（１）県民の意識啓発事業 

   メディアを活用した啓発、プロスポーツとの連携、牛乳を使った調理メニューによる消費の

習慣化に向けた PR を行う。 

（２）高校生など若者の消費促進事業 

   牛乳の消費量が少ない高校生等に対する牛乳等消費拡大に向けた啓発を行う。 

（３）ホテル・旅館など観光施設・企業連携事業 

   ホテル等において、県外者・外国人旅行者に向けた県産の牛乳等消費拡大ＰＲを行う。 

２ 履行期間 

  契約日から令和 6 年３月１日（金） 

３ 委託上限額 

  24,000,000 円（消費税額及び地方消費税の額を含む） 

４ プロポーザルの参加申込 

（１）期限  令和５年８月 14 日（月）午後５時まで（必着） 

       持参、郵送又はメールにより参加申込書を提出してください 

（２）申込先 〒380-8570 長野県農政部農業政策課農産物マーケティング室あて 

       電 話  026-235-7217（直通） 

F A X  026-235-7393 

E-mail marketing@pref.nagano.lg.jp 

５ 参加申込者への説明会 

（１）日時  令和５年８月８日（火） 午後２時 00 分    

（２）場所  長野県土地改良会館別館３階 351 会議室 

       〒380-0838 長野県長野市大字南長野県町 452-1 

  ※説明会への参加を希望する事業者は、８月７日（月）正午までにメールにより上記 4（２）

までお申し込みください。 

６ 企画提案書の提出 

令和５年８月３１日（木）午後５時まで（必着） 

  持参、郵送又はメールにより上記 4（２）まで提出してください。 

７ プレゼンテーション 

（１）日時  令和５年９月７日（木） 

（２）場所  長野県土地改良会館別館３階 351 会議室 

※実施方法及び時間については参加者に個別に連絡します。 

８ その他 

詳細は、県ホームページ https://www.pref.nagano.lg.jp/marketing/gyuunyuu.html 

をご覧いただくか、下記の担当までお問い合わせください。 

（問合せ先） 
担 当 農政部農業政策課 農産物マーケティング室 

農業ビジネス係 辰ノ口、田原 
電 話 026-235-7217（直通） 

026-232-0111（代表）内線 3034 
ＦＡＸ 026-235-7393 
メール marketing@pref.nagano.lg.jp 


